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【固定資産税】納付義務者は、相続登記されるまでの間は、登記簿上の所有者
（亡くなった方）です。納税通知は『相続人代表届』の代表者に送付されます。
　相続登記後は、納付義務者の変更のため、改めて口座のご登録が必要です。

【上下水道料金】
　納付義務者は『水道使用異動届』の変更後
　の契約者を記入してください

この依頼書は、下呂市役所、振興事務所、金融機関の窓口に備えてあります。提出先は金融機関です。

例）亡くなった父、下呂一郎の固定資産税、水道料金を、子の下呂太郎が納付する場合。


